一時使用目的による建物賃貸借契約書

　賃貸人　　　　　　を甲、賃借人　　　　　を乙とし、甲乙において、下記記載の建物（以下｢本件建物｣という。）の一時賃貸借に関し、次のとおり契約を締結する。

　

（一時使用目的における賃貸借契約の締結）

第１条　　　甲は、本件建物を乙に一時賃貸し、乙はこれを借受けた。

記

　　　　　所　　在　　　区　　町　　丁目　　番地　　
　　　　　家屋番号　　　番　　
　　　　　種　　類　　　
　　　　　構　　造　　　　　　　
　　　　　床　面　積　　　　　　m2
（期間）

第２条　　本件建物の賃貸借契約の期間は、平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日までの　年　ヶ月とする。

（用途）

第３条　　乙は、本件建物を　　市　　町　　丁目　　番　　号において、乙が経営する

　　　の店舗建替期間中の仮店舗として使用するものとし、これ以外の用途に本件建物を使用してはならない。

（敷金）

第４条　１　乙は、甲に対し、本契約の席上で、敷金として金　　　　円を預託し、甲はこれを受領した。

　　　　２　敷金は無利息とする。

（禁止事項）

第５条　　乙は、本件建物の使用に際し、以下の場合には、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。

①　本件建物の増改築、造作の変更等原状を変更するとき

②　本件建物を転貸し又は賃借権を譲渡するとき

（費用負担）

第６条　　本件契約期間中、本件建物に対する公租公課は甲が負担し、本件建物に関する電気料金、ガス料金及び上下水道料金は、すべて乙の負担とする。

（当然消滅）

第７条　　本件建物が火災その他の災害で大破又は滅失した場合には、本契約は、催告その他の手続を要せずに、当然に消滅する。

（損害賠償義務）

第８条　　乙又は乙の使用する従業員、訪問者その他の関係者の故意又は過失によって、本件建物が汚損、毀損又は滅失したときは、乙は直ちにこれを原状に復し、又はそれによって甲が被った損害を賠償しなければならない。

（契約の解除）

第９条　　甲は、乙が次の事由の１つに該当するときは、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができる。

①　賃料の支払を２ヶ月以上遅滞とき

②　第５条に違反したとき

③　その他本契約に違反し、甲乙間の信頼関係が破壊されたとき

（契約の終了）

第10条　１　第２条の期間が満了又は本契約が解除された場合、乙は、契約の更新を求めることはできず、甲に対して、直ちに本件建物を明渡す。

　　　　２　前項の場合、乙は、本件建物内の自己の所有又は保管する動産すべてを収去し、甲の承諾を得て造作加工したものがあればすべてこれを原状に復して本件建物を明渡すものとし、甲に対して造作などの買取請求をしない。

（敷金の充当、返還等）

第11条　　甲は、乙から本件建物の明渡しを受けたときは、直ちに、乙に対して、敷金を返還する。ただし、甲は、乙に対して延滞賃料又は本件賃貸借契約上の損害金がある場合には、敷金を同損害金の弁済に充て、差引いた残金を返還すれば足りる。

（立退料等）

第12条　　乙は、本件建物の明渡しに際し、立退料、移転料、引越費用その他名目の遺憾に問わず、甲に対し金銭上の請求をしないものとする。

（立退遅滞時の損害金）

第13条　　乙は、本件建物の明渡しを遅延した場合には、甲に対し、賃料の２倍の金額に相当する損害金を支払う。

（合意管轄）

第14条　　本契約に関する紛争が生じたときは、甲及び乙は、甲の住居地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることをあらかじめ合意する。

（協議）

第15条　　本契約に定めのない事項又は本契約に疑義が生じた場合には、当事者である甲乙は互いに誠意をもって協議のうえ、信義に従い誠実に処理するものとする。

　

　本契約の成立を証するため、本証書２通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、各その１通を保持する。

　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　　県　　市　　町　　丁目　　番　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　　　県　　市　　町　　丁目　　番　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

